
千葉市終身建物賃貸借制度に関する事務取扱要領 

 

第１ 趣旨 

  この要領は、高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号。以下

「法」という。）及び同法施行規則（平成１３年国土交通省令第１１５号。以下「省令」

という。）等の規定に基づく終身建物賃貸借制度に関する事務の取扱いについて必要な事

項を定めるものである。 

 

第２ 事業の認可の申請 

１ 法第５３条第１項の規定により、終身建物賃貸借に関する事業の認可（以下「事業の認

可」という。）を受けようとする者は、省令第３２条第１項に規定する終身賃貸事業認可

申請書（第１号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、省令第３２条第２項に掲げる書面等を添付しなければならない。 

 

第３ 事業の認可の通知等 

１ 市長は、法第５４条に適合するものと認め、法第５２条第１項の規定により事業を認可

したときは、法第５５条の規定に基づき、事業認可通知書（第２号様式）により、認可の

申請を行った者に通知する。 

２ 事業の認可を行うことができないときは、事業認可ができない旨の通知書（第３号様式）

により、事業の認可を申請した者に通知しなければならない。 

 

第４ 事業の変更 

１ 法第５４条に適合するものと認められ、法第５２条第１項の規定により、事業の認可を

受けた者（以下「認可事業者」という。）は、法第５６条第１項の規定により、当該事業

の変更（法第５７条第２項各号に掲げる事項に係るもの及び省令第３６条で定める軽微

な変更を除く。）をしようとするときは、事業変更認可申請書（第４号様式）に、第２第

２項に掲げる書面等のうち当該変更に係る部分の書面等を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、法第５６条第２項の規定により、前項の変更を認可したときは、事業変更認可

通知書（第５号様式）により、変更の認可の申請を行った者に通知する。 

３ 事業の変更の認可を行うことができないときは、事業変更の認可ができない旨の通知

書（第６号様式）により、変更の認可を申請した者に通知しなければならない。 

 

第５ 賃貸住宅の届け出 

１ 認可事業者は、法第５７条第３項の届け出をしようとするときは、省令第４１条第１項

に規定する終身建物賃貸借に係る賃貸住宅届出書（第７号様式）により、市長に届け出な

ければならない。 

２ 前項の届出書には、省令第４１条第２項に掲げる書類等を添付しなければならない。 

３ 法第５第１項の届出事項を変更しようとするときは、省令第４２条の規定に基づく終

身建物賃貸借に係る賃貸住宅変更届出書（第８号様式）により、市長に届出なければなら

ない。 

 

第６ 終身建物賃貸借契約書等の作成 

  終身建物賃貸借契約書は、国土交通省が定める標準契約書を標準とする。 

 

第７ 認可事業者による終身建物賃貸借の解約の申入れ 

１ 認可事業者は、法第５９条第１項の規定により、終身建物賃貸借の解約の申入れをしよ

うとするときは、終身建物賃貸借の解約申入れ承認申請書（第９号様式）を市長に提出し

なければならない。 



２ 市長は、前項の解約の申入れを承認したときは、終身建物賃貸借の解約承認書（第１０

号様式）を、解約の申入れの承認の申請を行った者に交付する。 

３ 終身建物賃貸借の解約の申入れの承認を行うことができないときは、終身建物賃貸借

の解約申入れの承認ができない旨の通知書（第１１号様式）により、解約の申入れの承認

を受けようとする者に通知しなければならない。 

 

第８ 管理義務等 

１ 法第６７条の規定による管理の状況に関する報告については、報告書等（第１２号様式

及び第１３号様式）によらなければならない。 

２ 市長は、法６９条の規定により、改善命令をするときは、改善措置命令書（第１４号様

式）により、認可事業者に通知しなければならない。 

３ 市長は、法７０条第１項の規定により、事業の認可の取消しをするときは、同条第２項

の規定に基づき、事業認可取消通知書（第１５号様式）により、認可事業者に通知しなけ

ればならない。 

 

第９ 地位の承継 

１ 法６８条第２項の規定により、地位の承継の届け出をしようとする者は、認可事業者の

地位の承継の届出書（第１６号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 法６８条第３項の規定により、地位の承継を受けようとする者は、地位の承継の承認申

請書（第１７号様式）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の地位の承継を承認したときは、地位の承継の承認書（第１８号様式）を、

地位の承継の承認の申請を行った者に交付する。 

４  地位の承継の承認を行うことができないときは、承認ができない旨の通知書（第１９

号様式）により、地位の承継を受けようとする者に通知しなければならない。 

 

第１０ 事業の廃止 

 法第７１条第１項の規定により、事業を廃止しようとするときは、事業廃止届出書（第

２０号様式）を市長に提出しなければならない。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

この要領は平成１８年１２月１５日から施行する。 

附 則 

この要領は平成２３年１０月２０日から施行する。 

附 則 

この要領は平成２６年６月１日から施行する。 

附 則 

この要領は平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は令和４年５月１８日から施行する。 

附 則 

この要領は令和７年１０月１日から施行する。 

 


